
 

公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 会員規程 

 

第１条   この規程は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会（以下「本会」という）定

款第５条に基づく会員に関することについて定める。 

 

第２条   入会は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会定款第３条の目的にのっとり、

本会の会員になることを目的として行う。 

 

第３条   会員は、以下の会費を納めなければならない。 

      （１）正 会 員  年間       ２０，０００円 

      （２）普通会員  年間          ５００円 

      （３）賛助会員  法人 年間１口 １００，０００円 

               個人 年間１口  １０，０００円 

 

第４条   前条の会費は、毎事業年度における合計額の５０％以上１００％以下の範囲で法人

会計に充当する。 

 

第５条   会員の有効期間は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとし、毎年それを更新

するものとする。但し年度途中から入会したものについては、入会した日から年度末

日までとする。 

 

第６条   入会に当たっては、本会が別に定めた各入会用紙によってなされるものとする。 

 

第７条   都道府県グラウンド・ゴルフ協会は、各入会申請を取りまとめ、所定の入会用紙と

会費を添えて、５月３１日までに本会に申請を行う。 

 

第８条   会員は本会及び市町村、都道府県の各協会の実施する事業等に参加ができるととも

に、本会が年４回発行する機関紙「グラウンド・ゴルフだより」を配布される。 

 

第９条   会員がグラウンド・ゴルフ振興の目的にふさわしくない行為があったと認められた

ときは、入会が取り消される。 

 

第１０条  この規程に定めるほか、入会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定め、

または変更することができる。 

 

附 則 １   この規程は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の設立の登記の日（平

成２２年１１月１日）から施行する。 

 


